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川崎港港湾脱炭素化推進計画（カーボンニュートラルポート形成計画）（案） 【１／２】

１ 計画の目的

港湾法第５０条の２の規定に基づく港湾脱炭素化推進計画として、川崎臨海
部においてＣＮＰ形成を推進するための具体的な取組について定め、水素
等の大量・安定・安価な輸入・貯蔵等を可能とする受入環境の整備や、エネ
ルギー利用の地域最適化や脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化等を通
じて、温室効果ガスの排出を全体として実質ゼロにすることを目指す。

３ 港湾脱炭素化推進計画の目標

２ 官民の連携による脱炭素化の促進に資する基本的な方針

○京浜工業地帯の中核を担う工業港
・LNG・原油の輸入量は国内輸入量の約１割を占める など

○多様なロジスティクス機能の集積
・多様な貨物を取り扱う公共ターミナルや物流倉庫が集積している など

○首都圏へのエネルギー供給拠点
・首都圏一般家庭の消費電力を上回る発電能力がある など

○国内最大級の水素の供給・需要ネットワーク
・国内最大級の水素配管網や国内の約１割に相当する水素需要量がある など

２０５０年までとする。

港湾ターミナルにおける活動及び川崎臨海部における事業活動

対
象 区分

温室効果ガス排出量

２０１３年度（基準年度） ２０２０年度（直近年度）

港
湾
タ
ー
ミ
ナ
ル

に
お
け
る
活
動

コンテナターミナル ９７１t-CO２ ２，１３５t-CO2

在来埠頭（公共） ２５６t-CO2 ２６３t-CO2

公共ターミナル 計 １，２２７t-CO2 ２，３９８t-CO2
専用ターミナル

１８，２８３，１３１t-CO2 １５，９２５，６１０t-CO2

川
崎
臨
海
部

に
お
け
る
事
業
活
動

立地企業

港湾ターミナルを出入りする
車両及び停泊中の船舶

５６，１９５t-CO2 ６８，５８０t-CO2

公共港湾施設等 １，７６０t-CO2 １，５５１t-CO2

事業活動（専用ターミナル含む）計 １８，３４１，０８６t-CO2 １５，９９５，７４１t-CO2

合計 １８，３４２，３１３t-CO2 １５，９９８，１３９t-CO2

目標名
短中期

（２０３０年度）
長期

（２０５０年）

温室効果ガス削減目標（２０１３年度比）
（２０２０年度からの温室効果ガス削減量）

計画全体 ５０％以上削減
（6,826,982t-CO２）

実質ゼロ
（15,998,139t-CO２）

港湾管理者
排出分※

９０％以上削減
（3,060t-CO２）

実質ゼロ
（3,338t-CO２）

温室効果ガスの排出が実質ゼロになった
港湾ターミナル（公共）の割合

９０％以上達成 １００％達成

※公共ターミナル及び公共港湾施設等において、港湾管理者が排出しているもの（２０１３年度：２，７８６t-CO2、２０２０年度：３，３３８t-CO2）

川崎港の概要

官民の連携による脱炭素化の促進に資する取組方針

計画期間

対象範囲

温室効果ガス排出量の推計

温室効果ガス削減目標等

○水素等の取扱拠点の整備や水素配管を活用した供給体制の構築、

LNG火力発電等において水素への転換などを推進するほか、

海外や地域のＣＯ２フリー水素等からモビリティ燃料や電気等を製造し

首都圏に供給する、カーボンニュートラルなエネルギーの供給拠点を

形成することを目指す。

○水素供給体制の構築にあたっては、今後とも横浜市、東京都及び大田

区などの近隣自治体とも緊密に連携し、 首都圏への供給拠点として

我が国のカーボンニュートラル化を先導する。

水素を軸としたカーボンニュートラルなエネルギー供給拠点の形成

○設備の効率化等の個社による取組に加え、電力や熱などのエネルギー

利用を地域で最適化するとともに、CCUSサプライチェーンの形成に

取り組むことで、立地競争力のある産業地域を目指す。

○脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化を積極的に推進し、

サプライチェーンのカーボンニュートラル化を求める荷主から選ばれる

港を目指す。

川崎臨海部の面的・効率的なカーボンニュートラル化

※「『港湾脱炭素化推進計画』作成マニュアル」を基に推計

【資料１】

川崎臨海部
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３ 港湾脱炭素化推進計画の目標（続き）

本計画の目標達成に資する事業として、本市・立地企業等が取り組む
事業を以下のように位置付け。

温室効果ガスの排出量の削減並びに吸収作用
の保全及び強化に関する事業

温室効果ガス削減目標の達成に向け、３３主体による９３事業 を位置付け

６ 計画の達成状況の評価に関する事項

水素等の供給に関する事業

水素等の供給目標の達成に向け、４主体による４事業 を位置付け

カーボンニュートラルポートの実現に向け、本計画を広く周知し事業の促進に寄
与する企業の参画等を促すほか、川崎港カーボンニュートラルポート形成推進協
議会の部会等での検討を通じて企業間連携を促進するとともに、補助金等の活
用に向けた支援、構築物規制のあり方の検討に取り組む。

京浜臨海部水素
ネットワーク協議会

エネルギー地域最適化
に関する部会

連携

港湾機能脱炭素化
に関する部会

炭素循環
に関する部会

川崎港カーボンニュートラルポート形成推進協議会
（川崎カーボンニュートラルコンビナート形成推進協議会と合同開催）

ＣＮＰ形成計画
に関する部会

CNP形成計画に関する部会において、港湾脱炭素化促進事業の推進にあたっての課題等を確認し、その解決に向けた方策を検討・実施するほか、目標
達成状況を確認する。さらに、今後の脱炭素化に資する技術の進展及び社会状況の変化等を踏まえ、適時適切に本計画の見直し・改訂を行う。

５ その他計画推進のために必要な施策

４ 港湾脱炭素化促進事業及びその実施主体

水素等の供給目標

カーボンニュートラルポートの実現

CNP実現に向けた計画推進フロー

水素を軸としたカーボンニュートラル
なエネルギー供給拠点の形成

川崎臨海部の面的・効率的
なカーボンニュートラル化

港湾脱炭素化促進事業

立地企業等
としての
削減目標

３３社・
２８目標

川崎臨海部
での具体化

を検討

初版時点で３５主体※による

合計９７事業を位置付け

目標達成に資する事業を本計画に位置付け

今後の脱炭素化に資する技術の進展及び
社会状況の変化等を踏まえた各主体の

検討や、企業間連携の進展を反映

※これらは各主体の現在の検討状況を示したものであり、今後の脱炭素化に資する技術
の進展及び社会状況の変化等を踏まえた各主体の検討や、企業間連携の進展を反映
していく。

水素需要の推計 約２，３００t／日※

近隣自治体とも連携しつつ、今後とも水素等の需要の掘り起こしなど
に取り組むとともに、首都圏へのカーボンニュートラルなエネルギーの
供給拠点として、川崎港における水素等の供給体制の構築に向けた
取組を推進する。
※「東京湾岸エリアにおけるＣＯ２フリー水素供給モデルに関する調査」において、
横浜・羽田エリアも含めた立地企業へのアンケート等により把握したもので、
２０５０年までの長期において、現時点で見込まれている推計値

【港湾脱炭素化促進事業一覧は別紙のとおり】

川崎港港湾脱炭素化推進計画（カーボンニュートラルポート形成計画）（案） 【２／２】

※主体数は、温室効果ガスの排出量の削減並びに吸収作用の保全及び強化に関する事業
及び水素等の供給に関する事業における重複を考慮している。
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【別紙】港湾脱炭素化促進事業一覧
温室効果ガスの排出量の削減並びに吸収作用の保全及び強化に関する事業

水素等の供給に関する事業

No 主体 取組内容 No 主体 取組内容

1 旭タンカー株式会社 ＥＶタンカー船の導入【実】 18 東洋埠頭株式会社
ハイブリッド型トランスファークレーン（RTG）の導入【実】
他２事業

2 味の素株式会社 大型ターボ冷凍機の更新【計】 他３事業 19 日油株式会社 実質ＣＯ２ゼロエミッション電力の導入【実】 他１事業

3 ＥＮＥＯＳ株式会社 発電燃料の転換【構】 他３事業 20 株式会社日本触媒 バイオマス原料の利用促進【構】 他３事業

4 花王株式会社 コ・ジェネレーションシステムのＥＳＰ化【計】 21 日本乳化剤株式会社
カーボンニュートラル型都市ガス及びＣＯ２フリー電力の導入【計】
他１事業

5 川崎オキシトン株式会社 高効率な空調設備への更新【計】 他１事業 22 早来工営株式会社 ＣＯ２及び廃熱の回収・活用【計】 他３事業

6
株式会社ＮＩＰＰＯ・大林道路株式会社
共同事業体 川崎シーサイドアスコン

ＣＯ２フリー電力の導入【実】 23 東日本旅客鉄道株式会社 水素混焼発電による発電事業【構】

7 かわさきファズ株式会社 照明ＬＥＤ化【計】 他１事業 24 富士電機株式会社 太陽光パネル等の導入【計】 他２事業

8 川崎臨港倉庫埠頭株式会社 ＣＯ２フリー電力の導入【実】 他５事業 25 プリンス海運株式会社 低・脱炭素燃料船の導入【構】 他２事業

9 株式会社クレハ環境 焼却炉燃料の転換【構】 他４事業 26 ペットリファインテクノロジー株式会社
重合設備の見直しや冷却水量の適正化等による
ケミカルリサイクル工程の省エネ化【実】

10 株式会社ＪＥＲＡ 発電燃料の転換【構】 他１事業 27 株式会社マルストランスポーテーション EV車の導入【構】

11 ＪＦＥスチール株式会社
カーボンニュートラルを先導するエリアへの
土地利用転換【計】 他１事業 28 三菱化工機株式会社 太陽光パネルの導入【実】 他１事業

12 セントラル硝子株式会社 特高変圧器更新による高効率化【計】 他１事業 29 株式会社メビウスパッケージング 廃ブラスチック水素由来の水素への原料転換【実】 他２事業

13 大陽日酸株式会社 照明ＬＥＤ化【実】 30 株式会社レゾナック 自家発電燃料の転換【計】

14 株式会社タケエイ 太陽光パネル等の導入【実】 31 株式会社ロジスティクス・ネットワーク EVフォークリフトの導入【計】

15
株式会社デイ・シイ
（太平洋セメントグループ）

カーボンニュートラルに資するＣＣＵＳ技術の
開発と活用【構】 他１事業 32 川崎市

入江崎総合スラッジセンターにおける下水汚泥焼却炉の二段燃焼
化と廃熱発電の導入【実】 他１２事業

16 東亜石油株式会社
自家発電の燃料転換及び大型回転機類の電動化等
による省エネ推進【構】 33 港湾管理者 電気推進式の海面清掃船の導入【実】 他１０事業

17 東芝エネルギーシステムズ株式会社 ＶＰＰによるオフサイトＰＰＡ【計】

区分 No 主体 取組内容 備考

水素等の
取扱拠点

1

日本水素エネルギー株式会社、
岩谷産業株式会社、
ＥＮＥＯＳ株式会社、
川崎市※

水素等の取扱拠点の整備【計】

※川崎臨海部を受入地として、グリーンイノベーション基金を活用した日本初の大規模水素サプライチェーンの
構築に向けた実証事業を実施する。
また、本実証事業を見据え、扇島地区等において、水素等を受け入れ、貯蔵し、供給する拠点を整備する
ため、バースの効果的な活用形態について本市が検討・調整を行うなど、具体化に向け取り組む。

2 ＥＮＥＯＳ株式会社 ＭＣＨを活用した水素取扱拠点の整備【計】
※全社的な取組として、石油精製設備等を活用してＭＣＨによる海外水素の受入に向けた取組を進めており、

他の製油所の状況等も鑑みながら、検討を進める。

水素等の
供給体制

3
川崎市※

水素配管の拡充【構】
※調査事業の結果等を活用し、本市が事務局となっている京浜臨海部水素ネットワーク協議会において、引き

続き需要の可視化や課題整理・ 規制検討を進めていくこととし、近隣自治体とも連携しながら取組を進める。

4 コンテナターミナル等での
水素供給体制の構築【構】

※トランスファークレーン等の荷役機械のＦＣ化等が 構想されていることを踏まえ、本市が水素ステーションの
設置も含めた供給体制について検討する。

注 【実】＝実施段階、【計】＝計画段階、【構】＝構想段階 4
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2 

はじめに 
1.1 計画の目的 

本計画は、港湾法第５０条の２の規定に基づく港湾脱炭素化推進計画として、川崎臨海部にお

いてカーボンニュートラルポート（ＣＮＰ）の形成を推進するための具体的な取組について定

め、水素等の大量・安定・安価な輸入・貯蔵等を可能とする受入環境の整備や、エネルギー利用

の地域最適化や脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化等を通じて、温室効果ガスの排出を全体と

して実質ゼロにすることを目指すものである。 

 

1.2 計画の位置付け 

本市では、市域のカーボンニュートラル化の実現に向けて、「川崎市地球温暖化対策推進基本計

画」を令和４年３月に改定し、２０３０年度の市域全体等での温室効果ガス削減目標や、目標達

成に向けた基本的方向等を定めた。また、川崎臨海部のコンビナートにおいて機能転換を図るこ

とにより、市民生活や産業活動のカーボンニュートラル化に寄与し、今後とも産業競争力のある

コンビナートでありつづけることを目的に、将来像やその実現に向けた戦略を定めた「川崎カー

ボンニュートラルコンビナート構想」を令和４年３月に策定した。さらに、新たな川崎港の将来

像を設定し、その実現に向けた取組等を示す「川崎港長期構想」を令和５年９月に改訂した（予

定）。 

本計画は、これらの構想等のうち、川崎臨海部におけるカーボンニュートラル化に向けた方針

を具体化する計画として策定するものである。なお、今後の脱炭素化に資する技術の進展や社会

状況の変化等を踏まえ、本市は本計画を適時適切に見直すこととする。 

また、ＪＦＥスチール株式会社の高炉休止等に伴い、扇島及び周辺地区の果たすべき役割、土

地利用の方向性等を定めた「ＪＦＥスチール株式会社東日本製鉄所京浜地区の高炉等休止に伴う

土地利用方針」（令和５年８月に策定予定）のうち、カーボンニュートラルエネルギー供給機能に

係る取組を反映している。さらに、国土交通省が定める「港湾の開発、利用および保全並びに開

発保全航路の開発に関する基本方針」や「川崎港港湾計画」をはじめとする関連方針・計画とも

整合を図り、本計画を推進する。 

 

 

 

 

 

 

  

 

関連方針・計画
・港湾の開発等に関する
基本方針（国土交通省）

・川崎港港湾計画 等

川崎市地球温暖化対策
推進基本計画

川崎港長期構想

川崎カーボンニュートラル
コンビナート構想

川崎臨海部のＣＮ化に向けた方針
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官民の連携による脱炭素化の促進に資する基本的な方針 
2.1 川崎港の概要 

2.1.1 京浜工業地帯の中核を担う工業港 

川崎港は、国際戦略港湾として東京港及び横浜港とともに京浜港を形成し、京浜工業地帯の中

核を担う工業港として、産業活動や市民生活を支えている。 

２０２１年の取扱貨物量は川崎港全体で約７，１９８万トンとなっており、全国１２５港湾の

中で１０番目と上位に位置している。取扱貨物の種類としては、ＬＮＧ、原油、石炭などのエネ

ルギー資源が多くを占め、特にＬＮＧ・原油の輸入量は国内輸入量の約１割を占めている。これ

らは石油化学や、製鉄、電力関連の企業が多く立地していることによるものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 多様なロジスティクス機能の集積 

川崎港は、コンテナターミナルや在来埠頭にコンテナ船やＲＯＲＯ船が寄港しており、多様な

貨物を取り扱っている。コンテナ貨物は川崎港コンテナターミナルで取り扱っており、直近では

新型コロナウイルス感染症に端を発した中国（上海等）のロックダウンや世界的なサプライチェ

ーンの混乱等の影響を受けているものの、平成２４年以降に定期航路が相次いで就航したことな

どにより、中国・東南アジアとの輸出入を中心に、取扱貨物量が堅調に増加している。また、Ｒ

ＯＲＯ船は外貿埠頭・内貿埠頭に寄港し、主に完成自動車の国際・国内輸送の拠点となっている

ほか、千鳥町埠頭では金属くずなどのバラ貨物を取り扱っている。さらに、東扇島を中心に物流

倉庫が多数立地しており、特に冷凍・冷蔵倉庫の割合は県内の５割以上、全国でも１割弱を占め

ており、我が国随一の集積を誇っている。 

 

 

 

 

 

 

 

２０２１年取扱貨物量の上位１０港（全国１２５港） 
（単位：万トン）   

順位 港名称 合計 外貿（輸出入） 内貿（移出入） 

1 名古屋 17,779 11,681 6,098 

2 千葉 13,455 8,069 5,387 

3 横浜 10,480 7,399 3,081 

4 苫小牧 10,478 1,603 8,874 

5 北九州 9,636 2,964 6,672 

6 神戸 9,027 5,013 4,015 

7 東京 8,473 4,764 3,708 

8 大阪 8,471 3,539 4,932 

9 水島 7,267 4,287 2,980 

10 川崎 7,198 4,883 2,315 

 

 

川崎港の主な取扱貨物（２０２１年） 

（出所）川崎港港湾統計年報（令和３年） 

合計：約７，１９８万トン 

ＬＮＧ・原油の輸入量は国内輸入量の約１割を占める 

 
（出所）川崎港便覧等を基に川崎市作成 
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2.1.3 首都圏へのエネルギー供給拠点 

川崎臨海部は、ＬＮＧ火力を中心とした発電所が集積しているほか、バイオマス発電や、太陽

光や風力といった再生可能エネルギーを活用した発電も行われており、首都圏一般家庭の消費電

力（約７６９万ｋＷ）を上回る約８００万ｋＷ以上の発電能力を有している。また、石油精製会

社が複数立地しており、首都圏への液体燃料の供給拠点にもなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 国内最大級の水素の供給・需要ネットワーク 

川崎臨海部は、国内最大級の水素配管網が敷設され、日常的に生産活動に利用されており、国

内の約１０分の１に相当する水素供給・需要量を有している※。また、水素を電気や熱に変換し

て利用する燃料電池や水素ステーション関連機器等の技術を有する水素関連企業が集積してい

る。 

  ※ 「川崎カーボンニュートラルコンビナート構想」を参照した。 

 

 

 

 

 

 

  

計画の記載順としては削減計画 供給計画なので、面的 CN化→

水素拠点の方が計画記載順に合ってるが、 

記載内容的には水素拠点→面的ＣＮ化の方がおさまり良い。 

 
（出所）川崎カーボンニュートラルコンビナート構想及び横浜・川崎臨海部工場立地図を基に川崎市作成 

 （出所）川崎カーボンニュートラルコンビナート構想 

川崎臨海部に立地する主な発電所（自家発電含む）・製油所 
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2.2 官民の連携による脱炭素化の促進に資する取組方針 

2.2.1 水素を軸としたカーボンニュートラルなエネルギー供給拠点の形成 

２０５０年のカーボンニュートラル社会の実現に向けては、市民生活や産業活動に大きな影響

を及ぼすことがないよう、製造方法も含めＣＯ２フリーとなる「ＣＯ２フリー水素」に段階的に転

換していくことなどが必要とされている※１。この点、川崎臨海部は、火力発電所や水素関連企業

等が集積している、国内最大級の水素配管網が敷設されている、水素に関する先進的なプロジェ

クトが実施されているなど、水素を軸としたカーボンニュートラルなエネルギーの供給拠点とし

て、優れたポテンシャルを有している。 

本計画は、このような川崎臨海部の強みを活かし、海外や地域のＣＯ2フリー水素等から、モビ

リティ燃料や電気等を製造し、首都圏に供給するカーボンニュートラルなエネルギーの供給拠点

を形成することを川崎臨海部として目指し、海外からの輸入水素等の取扱拠点の形成に向けた取

組や、水素配管を活用した水素供給体制の構築に向けた取組、ＬＮＧ火力発電等における水素へ

の転換に向けた取組などを推進していくこととする。 

また、ＣＯ２フリー水素等を安定的かつ安価に供給していくためには、大規模な需要創出と効

率的なサプライチェーンの構築が必要である。そこで、川崎臨海部以外の近隣エリアにおける需

要も掘り起こした上で、需要量の増加に対応した水素配管の拡充も含めた供給体制の構築を行う

ことなどが必要となるが、このためには近隣自治体との連携が重要である。この点、横浜市とは

横浜・川崎ＣＮＰ形成推進会議※２を通じて両港におけるＣＮＰ形成に向けた検討等を行ってきた

ほか、大田区や民間事業者４社と共同で「東京国際空港及びその周辺地域におけるＣＯ２フリー

水素利用モデル調査※３」を実施している。さらに、横浜市、東京都及び大田区とは水素等の次世

代エネルギーの利活用拡大に向けた連携協定を締結するなど、これまでも近隣自治体と連携しな

がら水素サプライチェーンの構築に向けて取り組んできたところである。 

現在の川崎港は首都圏へのエネルギー供給拠点となっているが、今後、カーボンニュートラル

なエネルギー供給拠点の形成を進めるにあたっては、横浜市、東京都及び大田区などの近隣自治

体とも緊密に連携し、川崎臨海部だけでなく首都圏への供給拠点として、我が国のカーボンニュ

ートラル化を先導することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 川崎臨海部の面的・効率的なカーボンニュートラル化 

川崎臨海部において水素等へのエネルギー転換を進めるにあたっては、これまで製造業を支え

てきたエネルギーの安定供給を維持すること、また環境の変化等に対応できるレジリエンスを担

保することを踏まえながら、立地企業等のエネルギー需要のニーズを満たすだけでなく、既存イ

ンフラを最大限活用しながら、地域内でのエネルギー利用や配管を含めたインフラ設備などのユ

ーティリティの地域最適化を図る必要があるとされている※１。この点、川崎臨海部では、既に多

取組方針のポイント 

〇水素等の取扱拠点の整備や水素配管を活用した供給体制の構築、ＬＮＧ火力発電等において水素への

転換などを推進するほか、海外や地域のＣＯ２フリー水素等からモビリティ燃料や電気等を製造し 

首都圏に供給する、カーボンニュートラルなエネルギー供給拠点を形成することを目指す。 

〇水素供給体制の構築にあたっては、今後とも横浜市、東京都及び大田区などの近隣自治体とも 

緊密に連携し、首都圏への供給拠点として我が国のカーボンニュートラル化を先導する。 
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くの配管等が敷設され、企業同士が繋がっており、エネルギーや熱、原料など様々な物質が融通

しやすいコンビナート機能が実装されている。 

本計画は、このような川崎臨海部の強みを活かし、設備の高効率化などの個社の取組は継続し

ながら、電気や熱などのエネルギー利用が最適化されているほか、ＣＯ２が効率的に回収・有効

に処理されることで、立地競争力のある産業地域を川崎臨海部として目指し、既存インフラを活

用した企業間連携・ネットワーク化を通じて、カーボンニュートラルなエネルギーの受入れから

利用までの共用インフラの構築、ＣＣＵＳサプライチェーン※４を形成するためのＣＯ２回収配管

などの構築を推進することとする。   

さらに、本計画は、サプライチェーン全体のカーボンニュートラル化を求める荷主から選ばれ

る港を川崎臨海部として目指し、川崎港に集積する物流倉庫や川崎港を利用する船社や運送事業

者等とも連携しながらカーボンニュートラルに向けたプロジェクトを創出するほか、港湾管理者

が管理する港湾施設等においてはＣＯ２フリー電力の導入などを通じて率先してカーボンニュー

トラル化に取り組み、かつ港湾ターミナルについてはカーボンニュートラル化の状況を可視化す

るなど、脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化を積極的に推進していくこととする。 

 

 

 

 

 

 

   

※１ 「２０５０年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」や「川崎カーボンニュー

トラルコンビナート構想」等を参照した。 

※２ 横浜川崎国際港湾株式会社、横浜港埠頭株式会社、川崎臨港倉庫埠頭株式会社、関東地

方整備局、横浜市、川崎市の６者で構成され、横浜港・川崎港及び全国的な取組状況の

情報共有やＣＮＰ形成に向けた具体的な取組を検討することを目的としている。また、

当該会議の下にテーマ別のワーキングを設置し、構成員以外の民間事業者にも協力を得

ながら、意見交換等を行ってきた。 

※３ 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）が公募した委託事

業に対し、日本空港ビルデング株式会社、空港施設株式会社、ＥＮＥＯＳ株式会社、デ

ロイトトーマツコンサルティング合同会社、大田区、川崎市の６者が共同提案し、採択

されたもの。川崎臨海部の基地に輸入するＣＯ２フリー水素を羽田空港等に供給すること

を想定しての潜在的な水素需要を調査するとともに、その実現に必要となる供給方法や

設備の導入方針を整理し、経済性や温室効果ガス削減効果の検証を行う。 

※４ ＣＣＵＳとは「Carbon dioxide Capture，Utilization and Storage」の略で、発電所や

工場などから排出されたＣＯ２を、他の気体から分離して集め地中深くに貯留・圧入する

か、又は分離・貯留したＣＯ２を利用することであり、ＣＣＵＳサプライチェーンは 

ＣＯ２の輸送過程を含めた一連の流れのこと。 

 

取組方針のポイント 

〇設備の効率化等の個社による取組に加え、電力や熱などのエネルギー利用を地域で最適化 

するとともに、ＣＣＵＳサプライチェーンの形成に取り組むことで、立地競争力のある産業地域

を目指す。 

〇脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化を積極的に推進し、サプライチェーンのカーボンニュート

ラル化を求める荷主から選ばれる港を目指す。 
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2.3 計画期間 

    本計画の計画期間は、２０５０年までとする。 

 

 

2.4 港湾脱炭素化推進計画の対象範囲 

港湾管理者として本市が管理するエリアのうち陸域については、臨港地区が定められている。

一方、「川崎カーボンニュートラルコンビナート構想」では、臨港地区に鈴木町や殿町等の港湾周

辺地区も加えた川崎臨海部においてカーボンニュートラルコンビナート（ＣＮＫ）を形成するこ

ととしている。本市におけるＣＮＰとＣＮＫは目指すべき方向性や関係企業等が大きく共通して

いることから、ＣＮＰとＣＮＫの形成に一体的に取り組む。 

そこで、本計画が対象とする面的範囲は、「臨港地区」を含む「川崎臨海部全体」とし、「港湾

ターミナルにおける活動※１及び川崎臨海部における事業活動※２」を本計画の対象範囲とする。 

 

対象範囲 港湾ターミナルにおける活動及び川崎臨海部における事業活動 

 

※１ 岸壁その他の係留施設及びこれに附帯する荷さばき地（公共及び専用）における活動 

（ターミナルに設置されている荷役機械や照明設備等） 

※２ 生産・発電・倉庫等の立地企業の事業活動や、港湾ターミナルを出入りする車両及び停

泊中の船舶、港湾管理者が管理する施設等（公共ターミナル以外）における活動 
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港湾脱炭素化推進計画の目標 
本計画における目標として、取組方針のうち「水素を軸としたカーボンニュートラルなエネル

ギー供給拠点形成」については水素等の供給目標、「川崎臨海部の面的・効率的なカーボンニュー

トラル化」については温室効果ガス削減目標等をそれぞれ設定する。 

 

3.1 温室効果ガス排出量の推計 

3.1.1 推計方法 

本計画の対象範囲における温室効果ガス排出量について、「『港湾脱炭素化推進計画』作成マニ

ュアル」を基に、削減目標に係る基準年度として２０１３年度、直近年度として２０２０年度で

推計し、また各対象・区分における推計方法は以下のとおりである。 

対象・区分 推計方法 

港湾ターミナル 

における活動 

コンテナターミナル（公共） 燃料使用量を基に算出 

在来埠頭（公共） 燃料使用量を基に算出 

 専用ターミナル  計画書制度対象 

事業者 

本市条例の事業活動地球温暖化計画書・報告

書制度の対象事業者のうち、臨海部立地事業

所の報告値より算出 

川崎臨海部 

における 

事業活動 

立地企業 
その他 

アンケート調査により把握した報告値、並び

に総合エネルギー統計及び地球温暖化対策

の推進に関する法律に基づく温室効果ガス

排出量算定・報告・公表制度による報告値等

を基に推計 

港湾ターミナルを

出入りする 

車両及び 

停泊中の船舶 

車両 

貨物量及び輸送距離等を基に推計 

※貨物量は港湾調査より把握 

※輸送距離のうち、コンテナは流動調査を基

に設定し、その他の貨物は代表的な事業者

からのヒアリング等により把握 

停泊中の船舶 
アンケート調査及び港湾調査により把握し

た入港隻数、総トン数等を基に推計 

公共港湾施設等 
市所有車両、船舶、道路や緑

地などの照明設備等 
燃料使用量を基に算出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）対象範囲における対象・区分イメージ
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3.1.2 推計結果 

３．１．１の方法に基づき、推計した結果は以下のとおりである。 

対
象 

区分 
温室効果ガス排出量 

２０１３年度（基準年度） ２０２０年度（直近年度） 

港
湾
タ
ー
ミ
ナ
ル 

に
お
け
る
活
動 

コンテナターミナル ９７１t-CO2 ２，１３５t-CO2

在来埠頭（公共） ２５６t-CO2 ２６３t-CO2

公共ターミナル 計 １，２２７t-CO2 ２，３９８t-CO2

  

専用ターミナル  

１８，２８３，１３１t-CO2 １５，９２５，６１０t-CO2

川
崎
臨
海
部 

に
お
け
る
事
業
活
動 

立地企業 

港湾ターミナルを出入りする 

車両及び停泊中の船舶 
５６，１９５t-CO2 ６８，５８０t-CO2

公共港湾施設等 １，７６０t-CO2 １，５５１t-CO2

事業活動（専用ターミナル含む） 計 １８，３４１，０８６t-CO2 １５，９９５，７４１t-CO2

合計 １８，３４２，３１３t-CO2 １５，９９８，１３９t-CO2
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3.2 温室効果ガス削減目標等 

本計画における温室効果ガス削減目標は、川崎市地球温暖化対策推進基本計画を踏まえ、 

２０５０年までに実質ゼロとし、また、２０３０年度の時点で２０１３年度比で５０％以上の削

減を図る。さらに、港湾管理者としては、率先して温室効果ガスの削減に取り組むこととし、港

湾管理者排出分※１は２０３０年度までに２０１３年度比で９０％以上削減することを目指す。 

この目標達成に必要な２０２０年度からの温室効果ガス削減量は、２０５０年まででは、計画

全体で１５，９９８，１３９t-ＣＯ2、港湾管理者排出分は３，３３８t-ＣＯ2であり、２０３０年

度まででは、計画全体で６，８２６，９８２t-ＣＯ2、港湾管理者排出分で３，０６０t-ＣＯ2であ

る。 

目標名 
短中期 

（２０３０年度） 

長期 

（２０５０年） 

温室効果ガス削減目標（２０１３年度比） 

（２０２０年度からの温室効果ガス削減量） 

計画全体 
５０％以上削減 

（6,826,982t-CO2） 

実質ゼロ 

（15,998,139t-CO2） 

港湾管理者 

排出分※１ 

９０％以上削減 

（3,060t-CO2） 

実質ゼロ 

（3,338t-CO2） 

※１ 公共ターミナル及び公共港湾施設等において、港湾管理者が排出しているもの 

（２０１３年度：２，７８６t-ＣＯ2、２０２０年度：３，３３８t-ＣＯ2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、カーボンニュートラル化に向けて取り組む荷主企業等の中には、自らが使用するエネル

ギーに起因する温室効果ガス削減だけでなく、製品等の輸送過程も含むサプライチェーン全体で

のカーボンニュートラル化を目指す企業もあり、今後川崎港が持続的に発展していくためには、

それらの企業からも選ばれる港になっていく必要がある。そこで、各港湾ターミナル（公共）※２

内の設備等で使用されるエネルギーに関するカーボンニュートラル化の達成率目標についても設

定し、温室効果がガスの排出が実質ゼロとなったターミナルを見える化する。 

 

目標名 
短中期 

（２０３０年度） 

長期 

（２０５０年） 

温室効果ガスの排出が実質ゼロとなった 

港湾ターミナル（公共）※２の割合 
９０％以上達成 １００％達成 

※２ ４．５ｍ以上の水深を有する岸壁・桟橋を対象とする。 

 

 

 
（出所）川崎市地球温暖化対策推進基本計画（令和４年３月改定）

（参考）川崎市地球温暖化対策推進基本計画における削減目標

15



  

11 

3.3 水素等の供給目標 

川崎臨海部では、現在、国内需要量の約１割に相当する約１４．９万 t／年の水素需要があり、

供給されている。今後新たに発生する水素需要量については、ＥＮＥＯＳ株式会社、ＥＮＥＯＳ

総研株式会社、本市の３者が共同で実施したＮＥＤＯ調査委託事業「東京湾岸エリアにおけるＣ

Ｏ２フリー水素供給モデルに関する調査」において、立地企業などへのアンケート等により把握

した推計が示されている。その数量は、２０５０年までの長期において、横浜及び羽田エリアも

含めて現時点で見込まれているものとして、約２，３００t／日とされている。 

近隣自治体と連携しつつ、今後とも水素等の需要の掘り起こしなどに取り組むとともに、首都

圏へのカーボンニュートラルなエネルギーの供給拠点として、需要量に対応した供給量を確保で

きるよう、川崎港における水素等の供給体制の構築に向けた取組を推進する。 
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4.  港湾脱炭素化促進事業及びその実施主体 
    本計画の目標達成に向けた港湾脱炭素化促進事業として、温室効果ガスの排出量の削減並びに

吸収作用の保全及び強化に関する事業並びに水素等の供給に関する事業について、記載する。 

港湾脱炭素化促進事業とは、本計画の目標を達成するために行う川崎臨海部における脱炭素化

の促進に資する事業をいう。 

    なお、本市は、自ら率先して脱炭素化に取り組むとともに、企業間連携等による民間事業者

の取組を促進させることを通じて、ＣＮＰの形成を推進する。 

 

4.1  温室効果ガスの排出量の削減並びに吸収作用の保全及び強化に関する事業 

  温室効果ガス削減目標等の達成に向けた事業は、以下のとおりである。 

なお、これらは、川崎港カーボンニュートラルポート形成推進協議会に参画している各主体に

おける現在の検討状況を示したものであり、今後の脱炭素化に資する技術の進展及び社会状況の

変化等を踏まえた各主体の検討や、企業間連携の進展を反映していく。 

表４．１ 温室効果ガスの排出量の削減並びに吸収作用の保全及び強化に関する事業 

対

象 

区 

分 
実
施 

主
体 

位
置 

取組内容 

（事業名） 
規模 年度 熟度注２ 

温室効果 
ガス削減・ 

吸収量 
(t-CO2／年) 

備考 

港
湾
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
お
け
る
活
動
注
１ 

コ
ン
テ
ナ
タ
ー
ミ
ナ
ル 

東
洋
埠
頭 

株
式
会
社 

東
扇
島
地
区 

荷
役
機
械 

ハイブリッド型トランスファークレ

ーン（ＲＴＧ）の導入 
２基 

2022 
年度 

実施 

段階 
45 － 

ハイブリッド型トランスファークレ

ーン（ＲＴＧ）のＦＣ化 
※ 

構想 

段階 
566 

※今後の技術開発や水素コ
スト等の動向を踏まえ、
具体化する。 その他機械のＦＣ・ＥＶ化等を通じ

たＣＮ化 
１式 

川
崎
市 

（
港
湾
管
理
者
） 

トランスファークレーンの電動型

（ＲＭＧ）としての更新 
３基 ※ 

計画 

段階 

1,524 

※既存のＲＭＧの稼働状況
等を踏まえ実施する。 

川
崎
臨
港
倉
庫
埠
頭 

株
式
会
社
※ 

ＣＯ２フリー電力の導入 

１式 

2022 
年度 

実施 

段階 

※港湾管理者が管理する施
設の指定管理者として実
施する。 

川
崎
市 

（
港
湾
管
理
者
） 管

理
棟
等 

照明ＬＥＤ化 
～

2030 
年度 

実施 

段階 
－ 

川
崎
臨
港
倉
庫
埠
頭

株
式
会
社
※ 

ＣＯ２フリー電力の導入 
2022 
年度 

実施 

段階 

※港湾管理者が管理する施
設の指定管理者として実
施する。 
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対

象 

区 

分 
実
施 

主
体 

位
置 

取組内容 

（事業名） 
規模 年度 熟度注２ 

温室効果 
ガス削減・ 

吸収量 
(t-CO2／年) 

備考 

港
湾
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
お
け
る
活
動
注
１ 

在
来
埠
頭
（
公
共
） 

川
崎
市 

（
港
湾
管
理
者
） 

東
扇
島
地
区 

千
鳥
町
地
区
等 

照明ＬＥＤ化 

１式 
～

2030 
年度 

実施 

段階 

263 

－ 

ＣＯ２フリー電力の導入 
計画 

段階 
－ 

川
崎
臨
海
部
に
お
け
る
事
業
活
動
注
１ 

港
湾
タ
ー
ミ
ナ
ル
を
出
入
り
す
る
車
両
及
び
停
泊
中
の
船
舶 

旭
タ
ン
カ
ー 

株
式
会
社 

― ＥＶタンカー船の導入 ２隻 

2022
, 

2023 
年度 

実施 

段階 
217  

川
崎
臨
港
倉
庫
埠
頭 

株
式
会
社
※ 

東
扇
島
地
区 

シャーシプールの活用促進 １式 
2023 
年度 

実施 

段階 

297 

※ 

※港湾管理者が管理する施
設の指定管理者として実
施する。 

※削減量は、今後の貨物量
増加に伴って増加が見込
まれる排出量に対する抑
制量を算出した。 

早
来
工
営 

株
式
会
社 

― 脱炭素燃料船の導入 ※ ※ 
構想 

段階 
※ 

※構想段階であり、実施時
期や規模は検討中。 

プ
リ
ン
ス
海
運 

株
式
会
社 

― 低・脱炭素燃料船の導入 ※ ※ 
構想 

段階 
※ 

※燃料補給体制の構築状況
を踏まえ、具体化に向け
て検討を進める。 

― 
陸上電力供給によるアイドリングスト

ップ 
※ ※ 

構想 

段階 

990 

※ 

※公共的な陸上給電設備の
整備状況を踏まえ、具体
化に向けて検討を進め
る。 

― モーダルシフトの推進 

車両 

50 

台分 

2024 
年度 

実施 

段階 

※ 

※日本全体での輸送部門の
温室効果ガス削減に資す
る取組だが、川崎港での
削減量を示すことは困
難。2024 年問題への対応
のため、2025 年度の車両
100 台分を目標に川崎港利
用促進に関する検討を関
係各所と進めており、目
標達成による日本全体で
の削減量は 2,000t-CO2と
推計される。 

車両 

100 

台分 

2025 
年度 

実施 

段階 
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対
象 

区
分 

実
施 

主
体 

位
置 

取組内容 

（事業名） 
規模 年度 熟度注２ 

温室効果 
ガス削減・ 

吸収量 

(t-CO2／年) 

備考 

川
崎
臨
海
部
に
お
け
る
事
業
活
動
注
１ 

立
地
企
業 

味
の
素 

株
式
会
社 

港
湾
周
辺
地
区 

照明ＬＥＤ化 
１式 

 
2022 
年度 

実施 

段階 

2,000 

※ 

※５カ年計画（2018 年度～
2022 年度）に基づいた照
明ＬＥＤ化による合計
値。 

大型ターボ冷凍機の更新 １式 
～

2030
年度 

計画 

段階 

500 

※ 
※更新計画の 

概算値。 

大型空圧機の更新 １式 
～

2025
年度 

計画 

段階 

500 

※ 

※更新計画の 
概算値。 

その他の省エネ活動 １式 
～

2030
年度 

計画 

段階 

6,000 

※ 

※2030 年度 CO2 排出量削減
目標 10～15%（対 2018 年
度比）を達成するための
省エネ活動計画を検討
中。 

Ｅ
Ｎ
Ｅ
Ｏ
Ｓ 

株
式
会
社 

千
鳥
町
地
区 

浮
島
町
地
区 

ガソリン製造におけるバイオ燃料の導

入 
１式 

2022 
年度 

実施 

段階 

156,800 

 

 
 
 

廃熱回収設備の高効率化 １式 ※ 
構想 

段階 
※ 

※今後具体化に向けて検討
する。 

装置間でのスチーム融通による熱ロス

削減 
１式 ※ 

構想 

段階 
※ 

※今後具体化に向けて検討
する。 

発電燃料の転換 １式 ※ 
構想 

段階 
※ 

※水素混焼発電等に向け
て、技術開発動向等を確
認しながら、導入可能性
について今後検討する。 

花
王 

株
式
会
社 

浮
島
町
地
区 

コ・ジェネレーションシステムのＥＳ

Ｐ化 
２基 

2025 
年度 

計画 

段階 
※ 

※高効率のガスエンジンシ
ステムの導入による、発
電電力の大幅な脱炭素お
よび省エネ化を目標に具
体化を現在計画中。な
お、ＥＳＰ（Energy 
Service Provider）と
は、高効率システムの導
入やエネルギー管理、保
守メンテナンス等を一括
してアウトソーシングす
ることで省エネ化を図る
もの。 
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対
象 

区
分 

実
施 

主
体 

位
置 

取組内容 

（事業名） 
規模 年度 熟度注 2 

温室効果 
ガス削減・ 

吸収量 
(t-CO2／年) 

備考 

川
崎
臨
海
部
に
お
け
る
事
業
活
動
注
１ 

立
地
企
業 

川
崎
オ
キ
シ
ト
ン 

株
式
会
社 

小
島
町
地
区 

照明ＬＥＤ化 １式 
～
2026
年度 

計画 

段階 
※ 

※2024 年度以降に実施予定
であり、今後具体化す
る。 

高効率な空調設備への更新 １式 
～

2026
年度 

計画 

段階 
※ 

※2024 年度以降に実施予定
であり、今後具体化す
る。 

株
式
会
社
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ｏ
・
大
林

道
路
株
式
会
社 

共
同
事
業
体 

川
崎
シ
ー
サ
イ
ド
ア
ス
コ
ン 

小
島
町
地
区 

ＣＯ２フリー電力の導入 １式 
2022 
年度 

実施 

段階 

832 

 
 

か
わ
さ
き
フ
ァ
ズ 

株
式
会
社 

東
扇
島
地
区 

照明ＬＥＤ化 １式 
～

2025 
年度 

計画 

段階 

170 

 
※共用部分の照明を対象と
している。 

― ＨＶ車の導入 １台 
2022 
年度 

実施 

段階 
1  

川
崎
臨
港
倉
庫
埠
頭 

株
式
会
社 

東
扇
島
地
区 

千
鳥
町
地
区 

照明ＬＥＤ化 １式 
～

2030
年度 

計画 

段階 
22 

 
 
 

東
扇
島
地
区 

ＥＶ車用充電設備の整備 ３基 
2024 
年度 

計画 

段階 
※ 

※ＥＶ車用充電設備を整備
することで、施設利用者
のＥＶ車導入を促進す
る。なお、削減量は今後
具体化する。 

― ＰＨＥＶ車の導入 ４台 
2023
年度
～ 

計画 

段階 
1 
 
 
 

株
式
会
社 

ク
レ
ハ
環
境 

千
鳥
町
地
区 

廃棄物発電のタービン改造※ １式 
2022 
年度 

実施 

段階 
63 

※発電効率の向上による、
焼却炉消費電力(購入分)
の削減。 

新たなボイラークリーニング装置の導

入※ 
１式 

2022 
年度 

実施 

段階 

52 

 

※蒸気を消費しないシステ
ムで蒸気ロス、発電ロス
削減。 

焼却炉消費電力（購入分）へのＣＯ２フ

リー電力の導入 
１式 

2023 
年度 

実施 

段階 
287  

焼却炉燃料の転換 １式 ※ 
構想 

段階 

309 

※ 

※実施時期や規模は事業環
境を見ながら今後検討す
る。 

焼却炉排ガスからのＣＯ２回収 １式 ※ 
構想 

段階 
※ 

※今後の技術開発状況を見
ながら今後検討する。 
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対

象 

区 

分 
実
施 

主
体 

位
置 

取組内容 

（事業名） 
規模 年度 熟度注２ 

温室効果 
ガス削減・ 

吸収量 
(t-CO2／年) 

備考 

川
崎
臨
海
部
に
お
け
る
事
業
活
動
注
１ 

立
地
企
業 

株
式
会
社 

Ｊ
Ｅ
Ｒ
Ａ 

東
扇
島
地
区 

千
鳥
町
地
区 

発電燃料の転換※ ※ ※ 
構想 

段階 
※ 

※全社としてアンモニア又
は水素への燃料転換に向
けた取組を進めており、
技術課題の解決や経済性
の確保が達成された場合
に、他の発電所の状況も
勘案してアンモニア又は
水素の導入について検討
する。 

発電熱効率の維持・向上 ※ ※ 
実施 

段階 
※ 

※火力発電所は電力の安定
供給のための負荷調整の
役割を担うことから、発
電所単独で定量的な目標
は立てていない。 

Ｊ
Ｆ
Ｅ
ス
チ
ー
ル 

株
式
会
社 

扇
島
地
区 

カーボンニュートラルを先導するエリ

アへの土地利用転換 
１式 

2023 
年度
～ 

計画 

段階 
※ 

※土地利用転換にあたって
はカーボンニュートラル
化に資する機能への積極
的な転換をはかり、京浜
臨海部の脱炭素化への貢
献を図る。 
具体的な内容は、検討
中。 

扇
島
地
区 

水
江
町
地
区
等 

照明ＬＥＤ化等による省エネ活動 １式 
2022 
年度 

実施 

段階 
※ 

※省エネ活動の対象となる
設備のみでのエネルギー
使用量を把握することが
困難であるため、削減量
を示すことも困難。 

セ
ン
ト
ラ
ル
硝
子 

株
式
会
社 

浮
島
町
地
区 

照明ＬＥＤ化 １式 
～

2023 
年度 

実施 

段階 

44 

※ 

※2019 年度より照明ＬＥＤ
化を進めており、2023 年
度までに全照明をＬＥＤ
化できる見込み。また、
削減量は、2023 年度に予
定しているＬＥＤ化によ
る削減量。 

特高変圧器更新による高効率化 １台 

～
2025 
年度
※ 

計画 

段階 

812 

 
※具体的な実施時期は検討
中。 

大
陽
日
酸 

株
式
会
社 

小
島
町
地
区 

水
江
町
地
区 

照明ＬＥＤ化 １式 
～

2023 
年度 

実施 

段階 
※ 

※以前から取り組んでおり
大部分はＬＥＤ化済み。
また、照明設備のみでの
エネルギー使用量を把握
することが困難であるた
め、削減量を示すことも
困難。 

株
式
会
社 

タ
ケ
エ
イ 

浮
島
町
地
区 

港
湾
周
辺
地
区 

太陽光パネル等の導入 １式 
2023 
年度 

実施 

段階 

240 

※ 

※現時点での計画値（削減
シミュレーション）であ
り、今後変動する可能性
もある。 
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対

象 

区 

分 
実
施 

主
体 

位
置 

取組内容 

（事業名） 
規模 年度 熟度注２ 

温室効果 
ガス削減・ 

吸収量 
(t-CO2／年) 

備考 

川
崎
臨
海
部
に
お
け
る
事
業
活
動
注
１ 

立
地
企
業 

株
式
会
社
デ
イ
・
シ
イ 

（
太
平
洋
セ
メ
ン
ト
グ
ル
ー
プ
） 

浅
野
町
地
区 

省エネルギー化、高効率化及び化石燃

料代替化 
１式 

2022 
年度 

実施 

段階 
※ 

※セメント生産量等によっ
て大きく左右されるた
め、削減量を示すことは
困難。 

カーボンニュートラルに資する 

ＣＣＵＳ技術の開発と活用 

・ＣＯ２回収型セメント製造プロセス

技術の開発 

・ＣＯ２利用技術（炭酸塩化、燃料

化）の開発 

１式 ※ 
構想 

段階 
※ 

※太平洋セメントグループ
として、グリーンイノベ
ーション基金を活用した
技術実証事業を行う中
で、検討する。 

東
亜
石
油 

株
式
会
社 

水
江
町
地
区 

自家発電の燃料転換及び大型回転機類

の電動化等による省エネ推進 
１式 ※ 

構想 

段階 
※ 

※今後具体的な方向性を検
討する。 

東
芝
エ
ネ
ル
ギ
ー 

シ
ス
テ
ム
ズ 

株
式
会
社 

浮
島
町
地
区 

ＶＰＰによるオフサイトＰＰＡ※ 
１ 

ＭＷ 

2023 
年度 

計画 

段階 
592 

※今後具体的な検討を進め
るが、電源開発の状況等
により計画変更の可能性
あり。 

日
油 

株
式
会
社 

千
鳥
町
地
区 

実質ＣＯ２ゼロエミッション電力 

の導入 
１式 

2022
年度 

実施 

段階 
11,799 

※2022 年度から川崎事業所
の購入電力を 100%非化石
証書でオフセットした。 

照明ＬＥＤ化等による省エネ活動 １式 
2022 
年度 

実施 

段階 
41  

株
式
会
社 

日
本
触
媒 

千
鳥
町
地
区 

浮
島
町
地
区 

バイオマス原料の利用促進 ※ ※ 
構想 

段階 

※ 
※今後具体化に向けて検討
する。 

グリーンエネルギーの利用促進 ※ ※ 
構想 

段階 

プロセスの改善 ※ ※ 
構想 

段階 

触媒の効率向上 ※ ※ 
構想 

段階 

日
本
乳
化
剤 

株
式
会
社 

千
鳥
町
地
区 

用役設備、生産工程見直しによる 

省エネ 
※ ※ 

構想 

段階 

344 

※ 

※今後、具体化に向けて検
討・実施を進める。 

カーボンニュートラル型都市ガス及び

ＣＯ２フリー電力の導入 
※ ※ 

計画 

段階 
※ 

※現在エネルギー供給事業
者との交渉中であり、今
後具体化する。 

早
来
工
営 

株
式
会
社 

扇
町
地
区 

ＣＯ２及び廃熱の回収・活用 １式 ※ 
計画 

段階 
※ 

※実施時期や規模は検討
中。 

生産設備における燃料転換 １式 
～

2030 
年度 

構想 

段階 
※ 

※今後具体化に向けて検討
する。 

― 脱炭素燃料車両の導入 ※ 
～

2030 
年度 

構想 

段階 
※ 

※今後具体化に向けて検討
する。 
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対

象 

区 

分 
実
施 

主
体 

位
置 

取組内容 

（事業名） 
規模 年度 熟度注２ 

温室効果 
ガス削減・ 

吸収量 

(t-CO2／年) 

備考 

川
崎
臨
海
部
に
お
け
る
事
業
活
動
注
１ 

立
地
企
業 

東
日
本
旅
客
鉄
道 

株
式
会
社 

扇
町
地
区 

水素混焼発電による発電事業 １式 ※ 
構想 

段階 
※ 

※2030 年代早期における鉄
道への水素混焼発電によ
る電力供給の実現を目指
す。また、削減量は今後
検討する。 

富
士
電
機 

株
式
会
社 

南
渡
田
町
地
区 

太陽光パネル等の導入 １式 ※ 
計画 

段階 
※ 

※今後具体化に向けて検討
する。 

都市ガス熱源の電化もしくは水素燃料

化 
１式 ※ 

構想 

段階 
※ 

※水素利用のためには、水
素および水素関連機器の
大幅な価格低減と利用時
の規制緩和が必要。 

照明ＬＥＤ化等による省エネ行動 １式 
～

2030
年度 

実施 

段階 
※ 

※省エネ活動の対象となる
設備のみでのエネルギー
使用量を把握することが
困難であるため、削減量
を示すことも困難。 

ペ
ッ
ト
リ
フ
ァ
イ
ン

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー 

株
式
会
社 

扇
町
地
区 

重合設備の見直しや冷却水流量の適正

化等によるケミカルリサイクル工程の

省エネ化 

１式 
2024 
年度 

実施 
段階 

1,052  

株
式
会
社 

マ
ル
ス
ト
ラ
ン
ス 

ポ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン 

東
扇
島
地
区 

ＥＶ車の導入 ※ ※ 
構想 

段階 
※ 

※公共的なＥＶ充電スタン
ドの整備状況を踏まえ、
具体化に向けて検討す
る。 

三
菱
化
工
機 

株
式
会
社 

大
川
町
地
区 

太陽光パネルの導入 １式 
2023 
年度 

実施 

段階 
330  

ＣＯ フリー電力の導入 １式 
2023 
年度 

実施 

段階 
1,650  

メ
ビ
ウ
ス
パ
ッ
ケ
ー
ジ
ン
グ 

株
式
会
社 

浮
島
地
区 

廃プラスチック由来の水素への原料転

換 
１式 

2023 
年度 
～ 

実施 

段階 
※ ※削減量は今後計上する。 

ＥＶ車の導入 ２台 
2023 
年度 
～ 

計画 

段階 
2  

燃料電池の導入 １式 
2023 
年度 
～ 

構想 

段階 
383  
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対

象 

区 

分 
実
施 

主
体 

位
置 

取組内容 

（事業名） 
規模 年度 熟度注２ 

温室効果 
ガス削減・ 

吸収量 

(t-CO2／年) 

備考 

川

崎

臨

海

部

に

お

け

る

事

業

活

動
注

１ 

立
地
企
業 

株
式
会
社
レ
ゾ
ナ
ッ
ク 

（
旧 

昭
和
電
工
株
式
会
社
） 

扇
町
地
区 

千
鳥
町
地
区
等 

自家発電燃料の転換 １式 
2028 
年度 

計画 

段階 
400,000  

株
式
会
社 

ロ
ジ
ス
テ
ィ
ク
ス
・ 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

東
扇
島
地
区 

ＥＶフォークリフトの導入 ２台 ※ 
計画 

段階 
11 

※買い替えが必要になった
タイミングで検討する。 

川
崎
市 

港
湾
周
辺
地
区 

入
江
崎
総
合 

ス
ラ
ッ
ジ
セ
ン
タ
ー 

下水道汚泥焼却炉の二段焼却化

と廃熱発電の導入 
１式 

～
2030
年度 

実施 

段階 

7,800 

※ 

※ＣＯ２フリー電力の導入は
現在具体化に向けて検討
中のため、削減量は今後
計上する。 

省エネルギー型機器の導入 １式 
実施 

段階 

ＣＯ２フリー電力の導入※ １式 
計画 

段階 

入
江
崎 

水
処
理
セ
ン
タ

 

省エネルギー型機器の導入 １式 
実施 

段階 

太陽光パネル等の追加導入 １式 
計画 

段階 

ＣＯ２フリー電力の導入※ １式 
計画 

段階 

川
崎
市 

港
湾
周
辺
地
区 

新 

入
江
崎 

ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー 

太陽光パネル等の導入※ １式 
2028
年度 
～ 

計画 

段階 

※ 
※規模や削減量は今後具体
化する。 

ＣＯ２フリー電力の導入※ １式 
計画 

段階 

川
崎
市 

浮
島
町
地
区 

浮
島
処
理
セ
ン
タ
ー 

家庭から排出されるプラスチッ

クごみの一括回収による資源化

※ 

１式 
2024 
年度
～ 

実施 

段階 
※ 

※川崎区から段階的に開始
し最終的に市全域に展開
するため、浮島処理セン
ターに限定される取組で
はない。 

※削減量は今後具体化す
る。 

ＣＯ２回収・利用等に向けた取組 １式 ※ 
構想 

段階 
※ 

※令和４年度にサウンディ
ング調査を実施してお
り、調査結果から今後実
証試験の実施等の具体化
に向けて検討する。 

川
崎
市
※ 

※ 

地域最適な電力のカーボンニュートラ

ル化 
※ ※ 

構想 

段階 
※ ※本市が中心となって、共

用インフラの構築等に向
けて検討を進めるなど、
今後具体化する。 ※ 

地域最適な熱源のカーボンニュートラ

ル化 
※ ※ 

構想 

段階 
※ 

※ ＣＣＵＳサプライチェーンの構築 ※ ※ 
構想 

段階 
※ 

※本市が中心となって、今
後具体化に向けて検討す
る。 
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対

象 

区 

分 
実
施 

主
体 

位
置 

取組内容 

（事業名） 
規模 年度 熟度注２ 

温室効果 
ガス削減・ 

吸収量 

(t-CO2／年) 

備考 

川
崎
臨
海
部
に
お
け
る
事
業
活
動
注
１ 

公
共
港
湾
施
設
等 

川
崎
市 

（
港
湾
管
理
者
） 

東
扇
島
地
区 

川
崎
港
振
興
会
館 

太陽光パネル等の導入 １式 ※ 
計画 

段階 

79 

※ 

※今後、敷地内の屋根の建
替え等に合わせ、導入を
進める。 

※削減量は、現時点での見
込みであり、電気料金や
水素コストの変動等を踏
まえ、追加対策も検討す
る。 

ＣＯ２フリー電力の導入 １式 
～

2030
年度 

計画 

段階 

495 

 

 
 
 
 

東
扇
島
地
区 

千
鳥
町
地
区
等 

そ
の
他
の
施
設 

照明ＬＥＤ化 １式 
～

2030
年度 

実施 

段階 
718 

 
 

ＣＯ２フリー電力の導入 １式 
計画 

段階 

― 

市
所
有
船
舶 

電気推進式の海面清掃船の導入 ２隻 

2023
, 

2024 
年度 

実施 

段階 43 

 

 
 
 

ＣＯ２フリー電力の導入 １式 
～

2030
年度 

計画 

段階 
 

― 
公
用
車 

次世代自動車の導入※ 
16 

台 

～
2030
年度 

計画 

段階 

9 

※ 

※次世代自動車とは、電気
自動車、プラグインハイ
ブリッド自動車、ハイブ
リッド自動車、燃料電池
自動車をいう。（出所：川
崎市地球温暖化対策推進
基本計画） 
削減量は、次世代自動車
のうちハイブリッド自動
車に転換した場合で、経
済産業省が公表する燃費
基準を基に算出した。 

注１ 専用ターミナルにおける活動は、川崎臨海部における事業活動に含まれる。 

注２ 規模や年度などの検討に未着手のものを「構想段階」、 

規模や年度などを検討中であるものを「計画段階」、規模や年度などの検討を完了し予定年度に

事業着手するのみ又は着手済みであるものを「実施段階」に、それぞれ分類している。 

 

参
考 

温室効果ガス削減・吸収量の合計値 

（うち、港湾管理者排出分） 

５９７，８８３t-CO2/年 

（３，１３１t-CO2/年） 

※ 表４．１における合計９３事業のうち、温室効果ガス削減・吸収量が示されている５３事業の合計値。

この数値は、各主体による現在の検討状況を示したものであり、各主体の検討の進展に応じて変動す

る。この他、産業構造転換等による温室効果ガス排出量の減少も見込まれる。 

 

 

 

25



  

21 

4.2  水素等の供給に関する事業 

港湾脱炭素化促進事業のうち、水素等の供給目標の達成に向けた事業は、以下のとおりであ

る。 

なお、これらは、川崎港カーボンニュートラルポート形成推進協議会に参画している各主体に

おける現在の検討状況を示したものであり、今後の脱炭素化に資する技術の進展及び社会状況の

変化等を踏まえた各主体の検討や、企業間連携の進展を反映していく。 

   

表４．２ 水素等の供給に関する事業 

区
分 

実
施 

主
体 

位
置 

取組内容 

（事業名） 
規模 年度 熟度注 備考 

水
素
等
の 

取
扱
拠
点 

日
本
水
素
エ
ネ
ル
ギ
ー
株
式
会
社
、 

岩
谷
産
業
株
式
会
社
、 

Ｅ
Ｎ
Ｅ
Ｏ
Ｓ
株
式
会
社
、 

川
崎
市
※ 

扇
島
地
区
等 

水素等の取扱

拠点の整備 
※ ※ 

計画 

段階 

※川崎臨海部を受入地として、グ

リーンイノベーション基金を活

用した日本初の大規模水素サプ

ライチェーンの構築に向けた実

証事業を実施する。 

また、本実証事業を見据え、扇

島地区等において、水素等を受

け入れ、貯蔵し、供給する拠点

を整備するため、バースの効果

的な活用形態について本市が検

討・調整を行うなど、具体化に

向け取り組む。 

Ｅ
Ｎ
Ｅ
Ｏ
Ｓ 

株
式
会
社 

※ 

ＭＣＨを活用

した水素取扱

拠点の整備 

※ ※ 
計画 

段階 

※全社的な取組として、石油精製設

備等を活用してＭＣＨによる海

外水素の受入に向けた取組を進

めており、他の製油所の状況等も

鑑みながら、検討を進める。 
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区
分 

実
施 

主
体 

位
置 

取組内容 

（事業名） 
規模 年度 熟度注 備考 

水
素
等
の 

供
給
体
制 

川
崎
市
※ 

― 
水素配管の 

拡充 
※ ※ 

構想 

段階 

※事業可能性調査の結果等を活用

し、本市が事務局となっている京

浜臨海部水素ネットワーク協議

会において引き続き需要の可視

化や課題整理・規制検討を進めて

いくこととし、近隣自治体とも連

携しながら取組を進める。 

東
扇
島
地
区
等 

コンテナター

ミナル等での

水素供給体制 

の構築 

※ ※ 
構想 

段階 

※トランスファークレーン等の荷

役機械のＦＣ化等が構想されて

いることを踏まえ、本市が水素ス

テーションの設置も含めた供給

体制について検討する。 

注２ 規模や年度などの検討に未着手のものを「構想段階」、 

規模や年度などを検討中であるものを「計画段階」、規模や年度などの検討を完了し予定年度に

事業着手するのみ又は着手済みであるものを「実施段階」に、それぞれ分類している。 
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4.2.1  水素等の取扱拠点 

川崎臨海部を受入地として、日本水素エネルギー株式会社（主幹事）、岩谷産業株式会社、 

ＥＮＥＯＳ株式会社の３社による、グリーンイノベーション基金を活用した日本初の大規模水素

サプライチェーンの構築に向けた実証事業を実施する。また、本実証事業を見据え、扇島地区等

において、「ＪＦＥスチール株式会社東日本製鉄所京浜地区の高炉等休止に伴う土地利用方針」

（令和５年８月に策定予定）に基づき、水素等を受け入れ、貯蔵し、供給する拠点を整備するた

め、川崎港の他の物流課題の解決にも資するなどバースの効果的な活用形態について本市が検

討・調整を行うなど、具体化に向け取り組み、水素等の取扱拠点の整備を推進する。 

さらに、ＥＮＥＯＳ株式会社では、全社的な取組として、国内製油所の石油精製設備等を活用

してＭＣＨによる海外水素の受入に向けた取組を進めている。今後、ＭＣＨを活用した水素サプ

ライチェーンの構築に向け、他の製油所の状況等も鑑みながら、検討を進めることとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2  水素等の供給体制 

水素の利用拡大にあたっては、川崎臨海部に既に敷設されている水素配管網を活用するなど、

その拡充に向けて取り組む必要があるとされている※。 

この点、令和３～４年度において実施された水素配管を中心とするサプライチェーンに関する

調査事業の結果等を活用しつつ、本市が事務局となっている京浜臨海部水素ネットワーク協議会

において、引き続き需要の可視化や課題整理・規制検討を進めていくこととしている。  

また、水素配管の拡充にあたり、既に連携協定を締結している横浜市をはじめ、羽田エリアで

は大田区など、拡充先となる自治体との連携が重要であることから、これらの自治体と緊密に連

携しながら、取組を進める。 

 

※ 「２０５０年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」や「川崎カーボンニュートラ

ルコンビナート構想」等を参照した。 

（参考）扇島地区（先導エリア）のゾーニング

 

（出所）JFE スチール株式会社東日本製鉄所京浜地区の高炉等休止に伴う土地利用方針 
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また、川崎港においては、コンテナターミナル等において、トランスファークレーン等の荷役

機械のＦＣ化等が構想されている。 

このため、本市がコンテナターミナルにおける水素ステーションの設置も含めた供給体制につ

いて検討の上、水素供給体制の構築に向けて取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（参考）コンテナターミナルにおける水素ステーションのイメージ 

（出所）ＣＮＰ形成に資する取組事例集（国土交通省港湾局公表） 

 

（参考）水素配管拡充イメージ 

（出所）ＮＥＤＯ調査委託事業「東京湾岸エリアにおけるＣＯ２フリー水素供給モデルに関する調査」 
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4.3  ロードマップ 

港湾脱炭素化促進事業に関するロードマップは、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

川
崎
臨
海
部
の
面
的
・
効
率
的
な 

カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
化 

水
素
を
軸
と
し
た
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル 

な
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
拠
点
の
形
成 

短中期（～２０３０年度） 長期（～２０５０年） 

カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
ポ
ー
ト
の
実
現 

温
室
効
果
ガ
ス
削
減
目
標
（
実
質
ゼ
ロ
）
の
達
成 

 水素配管の拡充に向けた検討 拡充推進（近隣自治体と連携） 

 
コンテナターミナル等での 

水素供給体制の構築に向けた調査・検討 
設置促進 

 水素等を活用した発電の検討 実証 ・商用化 

 
CN 燃料利用拡大に資する共用インフラ 

構築等に向けた検討 
推進 

地域最適な電力・熱の 

CN化に向けた取組 

設備の高効率化や低炭素燃料への転換等による省エネ化 設備等の CN化に向けた取組 

CO2の有効活用に向けた検討 CO2の回収・利用体制の検討・実装 

輸送効率化や低炭素船舶の導入等の推進 
港湾ターミナルを出入りする 

車両・停泊中の船舶の CN化に向けた取組 

LED 化等による省エネ化 

電気推進式清掃船の導入 

CO２フリー電力 

の導入 

次世代自動車の導入 

市所有船舶及び車両の CN化 

  

温
室
効
果
ガ
ス
削
減
目
標
の
達
成 

計
画
全
体
５
０
％
削
減
（
港
湾
管
理
者
排
出
分
９
０
％
削
減
） 

カーボンニュートラルを先導するエリアへの 

土地利用転換に向けた検討・調整 
推進 

Ｃ
Ｎ
Ｐ 

形
成
計
画 

今後の脱炭素化に資する技術の進展や社会状況の変化等を踏まえ、 

各主体の検討状況や企業間連携の進展の反映 

 水素等の取扱拠点の整備に向けた検討・実証 拠点整備の推進 

港
湾
管
理
者
排
出
分 
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4.4  港湾法第５０条の２第３項に掲げる事項 

   港湾脱炭素化促進事業のうち、港湾法第５０条の４の規定に基づき、本計画の公表をもって許

可等があったものとみなされる特例措置は以下のとおりである。 

   なお、港湾脱炭素化促進事業の具体化等の進捗に伴い、必要に応じ位置付けていく。 

 

（１）法第２条第６項の規定による認定の申請を行おうとする施設に関する事項 

        なし 

  （２）法第３７条第１項の許可を要する行為に関する事項 

     なし 

  （３）法第３８条の２第１項又は第４項の規定による届出を要する行為に関する事項 

     なし 

  （４）法第５５条の７第１項の規定による同項の政令で定める基準に適合する者である旨の認定 

を受けるために必要な同条第２項に規定する特定用途港湾施設の建設又は改良を行う者に 

関する事項 

     なし 
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5.  その他計画推進のために必要な施策     
5.1  企業間連携等による民間事業者の取組の促進 

カーボンニュートラルポートの実現に向けては、個社による取組、及び隣接企業同士や共通課

題を有する企業間の連携をそれぞれ促進させる必要がある。 

このため、各主体が取り組む港湾脱炭素化促進事業を位置付けた本計画を広く周知し、事業の

促進に寄与する企業の参画等を促すとともに、川崎港カーボンニュートラルポート（ＣＮＰ）形

成推進協議会（川崎カーボンニュートラルコンビナート（ＣＮＫ）形成推進協議会と合同開催）

の各部会等において、テーマごとに関心のある企業等による検討を進め、企業間連携を促進す

る。また、補助金等の活用に向けた支援を行うほか、令和４年度の港湾法改正を踏まえた構築物

の用途規制を柔軟に設定できる特例措置※の活用など川崎港における構築物規制のあり方の検討を

行う。 

※ 分区内の構築物の用途規制について、分区内の一部区域（港湾管理者が定める脱炭素化推進地

区）においては、水素等の供給、利用等の促進のため必要な場合に、当該規制の一部を緩和又

は強化できる制度 

 

（参考）川崎ＣＮＰ／ＣＮＫ形成推進協議会の各部会等における主な内容 

部会等 主な内容 

京浜臨海部水素 

ネットワーク協議会 

・ＣＯ２フリー水素の供給・利活用拡大に向け、 

関係企業や学識経験者等との協議・検討 

・需要検討ＷＧを組成し、水素利用にあたって前提となる諸条件の 

整理、これまでのリーディングプロジェクトの成果を活用した 

新たなプロジェクトの創出・推進 等 

エネルギー地域最適化 

部会 

・地域で企業間連携によりエネルギー利用を最適化するため、 

自家発電設備及び熱をテーマに検討 

・カーボンニュートラル燃料の利用を面的に広げるため、 

共用インフラに関する議論 等 

炭素循環部会 ・ＣＣＵＳや廃プラスチックリサイクルに向けた検討 等 

 

 

港湾機能脱炭素化部会 プロジェクト化に向けたテーマを設定し、テーマごとに関連企業を中心

に議論 

（テーマ例） 

・コンテナターミナルの脱炭素化 

・物流倉庫の脱炭素化 等 

 

また、川崎港における温室効果ガス排出量の大宗を占めている立地企業を中心に、川崎港ＣＮ

Ｐ形成推進協議会に参画している各社においても、削減目標を設定している。今後、これら削減

目標の達成に向けた取組が川崎臨海部において具体化するよう、協議会等で検討を進め、港湾脱

炭素化促進事業に位置付けた上で取組を推進し、官民一体となって各社並びに川崎港全体の削減

目標の達成を目指す。 
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表５．１ 川崎臨海部における具体化を検討する立地企業等の削減目標 

法人名 削減目標 出所 

旭化成株式会社 

（旭化成グループ） 

旭化成グループのスコープ１・２の温室効果ガス排出量につい

て、２０５０年までにカーボンニュートラルを目指すこととし、 

２０３０年までに２０１３年度比で３０％以上の削減を目指す。 

この目標達成に向け、エネルギーの低炭素化や製造プロセスの革

新、再生可能エネルギー導入拡大などに取り組む。 

 

旭化成グループ

「サスティナビリ

ティ説明会（２０

２１年１１月２９

日）資料」 

味の素株式会社 

（味の素グループ） 

味の素グループとして、２０５０年までにカーボンニュートラル

を目指すこととし、２０３０年度までに２０１８年度比でスコー

プ１・２の温室効果ガス排出量は５０％削減、スコープ３の温室

効果ガス排出量については２４％削減を目指す。 

この目標達成に向け、コジェネレーションシステムの導入や、燃

料転換、新技術の開発・導入などに取り組む。 

 

味の素グループ

「ＡＳＶレポート

２０２２統合報告

書」 

出光興産株式会社 

東亜石油株式会社 

（出光グループ） 

出光グループとして、２０５０年までにカーボンニュートラルを

目指すこととし、このうちスコープ１・２の温室効果ガス排出量

については、２０３０年度までに２０１３年比で４６％削減する

ことを目指す。 

この目標達成に向け、技術力や社会実装力をもとに国・産業界・

関係ステークホルダーと連携し、サステナブルなエネルギーや素

材の供給体制・資源循環システムを構築する。 

出光興産株式会社

「中期経営計画

（２０２３～ 

２０２５年度）」 

エア・ウォーター・

パフォーマンスケミ

カル株式会社 

（エア・ウォーター

グループ） 

エア・ウォーターグループとして、２０５０年までにカーボンニ

ュートラルを目指すこととし、このうちスコープ１・２の温室効

果ガス排出量については、２０３０年度までに２０２０年比で 

３０％削減することを目指す。 

この目標達成に向け、技術革新への不断の取り組みや水素、再生

可能エネルギーの利活用などに取り組む。 

エア・ウォーター

グループ 

「環境ビジョン 

２０５０」 

ＥＮＥＯＳ株式会社 

（ＥＮＥＯＳグルー

プ） 

ＥＮＥＯＳグループのスコープ１・２のＣＯ２排出量について、 

２０４０年度までにネットゼロを目指すこととし、２０３０年度

までに２０１３年度比で４６％削減を目指す。 

この目標達成に向け、製油所での省エネや燃料切替、再生可能エ

ネルギー活用などに加え、ＣＣＳ事業やＣＯ２除去（森林吸収な

ど）にも取り組む。 

ＥＮＥＯＳグルー

プ 

「カーボンニュー

トラル計画」 

花王株式会社 

（花王グループ） 

花王グループとして、2040 年カーボンゼロ、2050 年カーボンネガ

ティブを目指すこととし、このうちスコープ１・２の温室効果ガ

ス排出量については 2030 年までに 2017 年比で 55%削減することを

目指す。この目標達成に向け、再生可能エネルギー100％の電力へ

のシフトやカーボンリサイクル技術の実装などに取り組む。 

花王グループ 

「花王サステナビ

リティレポート２

０２３」 
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法人名 削減目標 出所 

株式会社クレハ環境 

（クレハグループ） 

２０５０年のカーボンニュートラルを前提に、ＣＯ２フリーな自

家発電燃料およびＣＯ２フリー電力の活用をすすめ、２０３０年

度のエネルギー起源ＣＯ２排出量削減目標３０％以上（２０１３

年度実績比）を達成する。 

 

 

株式会社クレハ 

「クレハグループ

新中長期経営計

画」 

ＪＦＥスチール 

株式会社 

ＪＦＥエンジニアリ

ング株式会社 

ＪＦＥコンテイナー

株式会社 

（ＪＦＥグループ） 

ＪＦＥグループとして、２０５０年カーボンニュートラルの実現

を目指すこととし、鉄鋼事業では２０３０年度までに２０１３年

度比で３０％以上の削減を目指す。 

この目標達成に向け、鉄鋼事業ではゼロカーボン・スチールの実

現に向けた要素技術開発等を進めるともに、エンジニアリング事

業では再生可能エネルギー発電の拡大等、事業を通じた社会全体

の温室効果ガス削減への貢献を進める。 

 

ＪＦＥホールディ

ングス株式会社 

ＨＰの[2022/2/8]

「ＪＦＥグループ

におけるＣＯ２排出

量削減目標につい

て」 

株式会社ＪＥＲＡ ２０５０年までに国内外の当社事業におけるＣＯ２排出量ゼロとな

るカーボンニュートラルを目指し、２０３５年までに国内火力発

電からのＣＯ２排出量を２０１３年度比で６０％以上削減すること

を目指す。 

目標達成に向けては、非効率な石炭火力の全台停止・廃止や水

素・アンモニア混焼による火力発電の二酸化炭素排出原単位の低

減、国内の再生可能エネルギーの開発・導入に取り組む。 

 

ＪＥＲＡゼロエミ

ッション２０５

０、ＪＥＲＡ環境

コミット２０３５ 

セントラル硝子 

株式会社 

スコープ１・２の温室効果ガス排出量について、２０５０年まで

のカーボンニュートラルを目指すこととし、２０３０年までに 

２０１３年比で４０％の削減を目指す。 

この目標達成に向け、燃料転換（ＬＮＧ、全酸素燃焼など）や排

熱回収などに取り組む。 

 

２０２２～２０２

４年度 中期経営

計画 

株式会社タケエイ 

（ＴＲＥグループ） 

ＴＲＥグループとして、２０５０年までにＣＯ２排出量（スコープ

１＋２＋３）実質ゼロとするカーボンニュートラルを目指すこと

とし、２０２６年までに購入電力のＣＯ２排出量（スコープ２）実

質ゼロを、２０３０年までにＣＯ２排出量（スコープ１＋２）２０

１３年度比４６％以上の実質削減を目指す。 

この目標達成に向け、森林経営と一体化した持続可能な木質バイ

オマス発電所の設置／運営、事業活動に伴う温室効果ガス 

（ＣＯ２）排出量の見える化及びその削減に向けた施策の実施、ス

テークホルダーへ向けた温室効果ガス（ＣＯ２）削減に寄与する環

境機器／技術やサービスの提供に取り組む。 

ＴＲＥホールディ

ングス株式会社Ｈ

Ｐの「サステナビ

リティ経営」 
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法人名 削減目標 出所 

大陽日酸株式会社

（日本酸素グルー

プ） 

日本酸素グループとして、２０５０年度カーボンニュートラルを

目指すこととし、２０１８年度比で２０２５年度までに１８％削

減、２０３０年度までに３２％削減を目指す。 

この目標達成に向け、エネルギー利用効率の向上や、再生可能エ

ネルギーの利用促進、ＣＯ２回収などに取り組む。 

 

日本酸素グループ

「中期経営計画」 

デイ・シイ株式会社 

（太平洋セメントグ

ループ） 

太平洋セメントグループとして、２０５０年カーボンニュートラル

の実現を目指すこととし、２０３０年までに２０００年比でサプラ

イチェーン全体でのＣＯ２排出原単位を２０％以上削減、国内グル

ープでの排出量としては４０％以上削減を目指す。 

この目標達成に向け、ＣＯ２回収・利用等のカーボンニュートラル

に向けた技術開発・導入などに取り組む。 

太平洋セメントグ

ループ「カーボンニ

ュートラル戦略 

２０５０」 

東亞合成株式会社 温室効果ガス排出量について、２０５０年カーボンニュートラル

を目指すこととし、２０３０年までに２０１３年比で５０％削減

を目指す。 

この目標達成に向け、高性能設備やプロセス改善等による工場の省

エネルギー化や、バイオマスや太陽光等の再生可能エネルギーの導

入などに取り組む。 

 

東亞合成グループ

レポート２０２２

(統合報告書) 

東京電力グループ 東京電力グループとして、２０５０年カーボンニュートラルの実

現を目指すこととし、２０３０年度までに販売電力由来の温室効

果ガス排出量を２０１３年度比で５０％削減を目指す。 

この目標達成に向け、送配電ネットワークにおいて配電網の分散

化や系統利用の最適化などに取り組むとともに、ゼロエミッショ

ン電源の開発などに取り組む。加えて、需要サイドへの取り組み

として「貯めて使う」地産地消型システムを推進するため、まち

づくり、設備サービス、アグリゲーション事業など需要家と共同

でカーボンニュートラル対策の面的拡大を目指す。 

 

同社ＨＰの「カー

ボンニュートラル

に向けた目標およ

び取り組み」 

東芝エネルギーシス

テムズ株式会社 

（東芝グループ） 

東芝グループとして、２０５０年にバリューチェーン全体でのカ

ーボンニュートラルの実現を目指すこととし、２０３０年度まで

にバリューチェーン全体で２０１９年度比で７０％削減すること

を目指す。 

この目標達成に向け、省エネ設備への投資、再生可能エネルギー

設備の導入に加え、ＣＯ２分離回収技術などのエネルギー技術をは

じめとする社会における温室効果がガス削減に貢献する製品・サ

ービスの創出に注力する。 

 

東芝グループ 

「環境未来ビジョ

ン２０５０」 
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法人名 削減目標 出所 

三友プラントサービ

ス株式会社 

早来工営株式会社 

（三友グループ） 

三友グループとして、２０５０年カーボンニュートラルの実現を

目指すこととし、２０３０年までに２０１７年比で３０％削減す

ることを目指す。 

この目標達成に向け、処理方法の見直し、ＣＯ２回収、 

ＣＯ２燃料化技術の導入、化石燃料を使用しない車両や船舶の導入

などに取り組む。 

三友グループ 

「２０２１ 三友

グループの取組み 

～環境・社会報告

書～」 

東日本旅客鉄道株式

会社 

（ＪＲ東日本グルー

プ） 

ＪＲ東日本グループとして、２０５０年度のカーボンニュートラ

ルの実現を目指すこととし、２０３０年度までに２０１３年度比

で５０％削減を目指す。 

この目標達成に向け、火力発電設備については発電設備の高効率

化を推進するとともに燃料として水素を活用することや、ＣＣＵ

Ｓ技術の活用などに取り組む。 

ＪＲ東日本グルー

プ 

「ゼロカーボン・

チャレンジ 

２０５０」 

富士電機株式会社 サプライチェーン全体でのカーボンニュートラルを目指すことと

し、２０３０年度までにサプライチェーン全体（スコープ１・

２・３）及び生産時（スコープ１・２）の温室効果ガス排出量を

２０１９年度比で４６％以上の削減を目指す。 

この目標達成に向け、再生可能エネルギーの導入や、設備の省エ

ネ化、省エネ製品のエネルギー利用効率の改善に取り組む。 

 

同社ＨＰの 

「環境ビジョン 

２０５０」及び

「２０３０年度目

標」 

プリンス海運 

株式会社 

我が国の運輸部門の温室効果ガス削減に貢献するため、トラック等

の陸上輸送から大量輸送により環境負荷の少ない海上輸送に切り

替えるモーダルシフトを推進することや、低速航行による燃料消費

量削減を実践している。 

今後は陸上給電や新燃料への対応を検討し、更なるモーダルシフト

を目指す。 

 

同社ＨＰの「安全・

環境への取組」 

日油株式会社 

（日油グループ） 

日油グループとして温室効果ガス排出量の削減目標を見直し、２０

３０年度に２０１３年度比で４０％削減、２０５０年度にカーボン

ニュートラルを目指す。 

２０３０年度に向けた温室効果ガス排出量減の取り組みに加えて, 

製品を通じた気候変動対応の支援にも積極的に貢献していく。 

日油ＨＰサステナ

ビリティ「ＫＰＩ」

及びトップページ 

株式会社日本触媒 

日本乳化剤株式会社 

（日本触媒グルー

プ） 

日本触媒グループとして、国内の温室効果ガス排出量について、

２０５０年カーボンニュートラルを目指すこととし、２０３０年

度までに２０１４年度比で３０％削減することを目指す。 

この目標達成に向け、バイオマス原料の利用促進や、グリーンエ

ネルギーの利用促進、カーボンリサイクル技術の実証などに取り

組む等、生産プロセスのＣＯ２排出量削減と環境貢献製品の開発・

販売拡大に取り組む。 

株式会社日本触媒 

中期経営計画 

(2022 2024 年度) 

2022 年 3月時点 
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法人名 削減目標 出所 

日本郵便株式会社

（日本郵政グルー

プ） 

日本郵政グループとして、２０５０年カーボンニュートラルを目

指すこととし、２０３０年度までに２０１９年度比で４６％削減

することを目指す。 

この目標達成に向け、ＥＶ車両の導入・拡大を図るとともに、再

生可能エネルギーの導入などに取り組む。 

日本郵政株式会社

「ＪＰビジョン 

２０２５」 

日本郵船株式会社 

（日本郵船グルー

プ） 

日本郵船グループとして、外航海運事業における温室効果ガス排

出量について、２０５０年までのカーボンニュートラルの実現を

目指す。 

この目標達成に向け、水素・アンモニア等のゼロエミッション船

の導入・拡大や新技術（ＣＣＳ，ＣＣＵＳ等）の活用などに取り

組む。 

日本郵船グループ

「２０５０年まで

のネットゼロ・エ

ミッション達成」 

三菱化工機株式会社 

（三菱化工機グルー

プ） 

三菱化工機グループとして、工場・オフィスからのＧＨＧ排出量

（スコープ１・２）を２０５０年までに排出量実質ゼロを目指

す。 

この長期目標の達成に向けて、再生エネルギー由来の非化石証書

付きの電力受給契約のほか、主力工場における太陽光ＰＰＡモデ

ルによる使用電力の一部再生エネルギー化実施等により、２０３

０年までに２０２１年度比で５０％以上の削減を図る 

同社ＨＰの「ＥＳ

Ｇマネジメント/Ｔ

ＣＦＤの取組」 

メビウスパッケージ

ング株式会社 

（東洋製罐グルー

プ） 

東洋製罐グループとして、２０５０年までにカーボンニュートラ

ルを目指すこととし、２０３０年度までに２０１９年比でスコー

プ１・２については５０％削減、スコープ３については３０％削

減をそれぞれ目指す。 

この目標達成に向け、エネルギー利用効率の向上や非化石エネル

ギーの活用を推進するとともに、再生材・植物由来材の利用など

を通じて循環型社会に適したプラスチック製品メーカーを目指

す。 

東洋製罐グループ 

「サステナビリテ

ィレポート２０２

２」及び「Eco 

Action Plan ２０

３０」 

株式会社レゾナック 

（レゾナックグルー

プ） 

（旧 昭和電工グル

ープ） 

レゾナックグループ（旧 昭和電工グループ）のスコープ１・２

の温室効果ガス排出量について、２０５０年までのカーボンニュ

ートラルを目指すこととし、２０３０年までに２０１３年比で 

３０％削減を目指す。 

この目標達成に向け、高効率コ・ジェネレーションシステムの導

入によるエネルギー効率の向上や、持続可能なプラスチックケミ

カルリサイクル技術の開発などに取り組む。 

同社ＨＰの「カー

ボンニュートラル

への挑戦」 

株式会社ロジスティ

クス・ネットワーク 

（ニチレイグルー

プ） 

ニチレイグループとして、スコープ１・２のＣＯ２排出量につい

て、２０３０年までに２０１５年度比で５０％削減することを目

指す。 

この目標達成に向け、食品工場・物流センターにおける原単位で

のＣＯ２排出量削減や再生可能エネルギーの活用を推進する。 

株式会社ニチレイ

ＨＰの「気候変動

への取組」 
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6.  計画の達成状況の評価に関する事項 
   本計画の推進のため、川崎港カーボンニュートラルポート形成推進協議会※１を定期的に開催す

るとともに、各部会等においてテーマごとに関心のある企業等による検討を進め、新たなプロジ

ェクトの創出に取り組む。また、進捗管理を行うための部会（ＣＮＰ形成計画に関する部会※２）

において、港湾脱炭素化促進事業の推進にあたっての課題等を確認し、その解決に向けた方策を

検討・実施するとともに、目標達成状況を確認する。 

なお、港湾脱炭素化促進事業の推進状況や目標達成状況に加え、今後の脱炭素化に資する技術

の進展や社会状況の変化等を踏まえ、適時適切に本計画の見直し・改訂を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

※１ 川崎港においてカーボンニュートラルポートの形成を推進することを目的としており、本市や

有識者、立地企業や港湾関係企業等、及び国土交通省関東地方整備局により構成する。 

また、各部会等ではテーマごとに検討を進め、同協議会は全体調整の会議とする。 

※２ 本市や、本計画の港湾脱炭素化促進事業や削減目標に位置付けのある企業等により構成する。 

 

 

 

  

 

川崎港カーボンニュートラルポート形成推進協議会
（川崎カーボンニュートラルコンビナート形成推進協議会と合同開催）

京浜臨海部水素
ネットワーク協議会

炭素循環
に関する部会

エネルギー地域最適化
に関する部会

連携

港湾機能脱炭素化
に関する部会

ＣＮＰ形成計画
に関する部会
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１ 意見募集の期間 

   令和５年７月２８日（金）～令和５年８月３１日（木） 

※ 郵送の場合は当日消印有効です。 

※ 持参の場合は午前８時３０分から午後５時１５分まで（土曜日・日曜日・祝日を除く）にお持ち

ください。 

 

２ 資料の閲覧場所 

 （１）港湾局港湾経営部経営企画課（川崎駅前タワー・リバーク２０階） 

（２）各区役所・支所及び出張所の閲覧コーナー、各市民館・図書館（本館・分館） 

（３）かわさき情報プラザ（川崎市役所第３庁舎２階） 

※ 川崎市ホームページでも内容を御覧いただけます。 

 

３ 意見の提出方法 

   題名、氏名（団体の場合は、名称及び代表者の氏名）及び連絡先（電話番号、メールアドレス又は住

所）を明記の上、御意見を添えて、次のいずれかの方法により御提出ください。 

（1）電子メール 

    川崎市ホームページのパブリックコメント専用ページから所定の方式により送信してください。 

（2）郵送・持参 

    〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町１２－１ 川崎駅前タワー・リバーク２０階 

    川崎市港湾局港湾経営部経営企画課あて 

（3）FAX 

FAX 番号 044-200-３９８１ 

 

≪留意事項≫ 

  ・御意見に対する個別回答はいたしませんので、御了承ください。 

  ・記載いただきました個人情報については、提出された御意見の内容を確認する場合に利用します。 

また、個人情報は川崎市個人情報保護条例に基づき厳重に保護・管理されます。 

 ・御意見などの概要を公表する際は、個人情報は公開いたしません。 

 ・電話や来庁による口頭での御意見は受付しておりませんので、御了承ください。 

 

４ その他 

  お寄せいただいた御意見の内容とそれに対する市の考え方と対応について整理した結果をホームペ

ージで公表します。 

 

５ 問い合わせ先 

   川崎市港湾局港湾経営部経営企画課 

   電話 044-200-3065 ／FAX 044-200-3981  

港湾法第５０条の２の規定に基づく港湾脱炭素化推進計画として、川崎臨海部においてカーボンニュ

ートラルポート（ＣＮＰ）の形成を推進するための具体的な取組について定め、水素等の大量・安定・

安価な輸入・貯蔵等を可能とする受入環境の整備や、エネルギー利用の地域最適化や脱炭素化に配慮し

た港湾機能の高度化等を通じて、温室効果ガスの排出を全体として実質ゼロにすることを目指し、「川崎

港港湾脱炭素化推進計画（カーボンニュートラルポート形成計画）（案）」をとりまとめましたので、皆

様からの御意見を募集いたします。 

【資料３】 
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意 見 書 
川崎港港湾脱炭素化推進計画（カーボンニュートラルポート形成計画）（案） 

について 

 

 ＦＡＸ番号  

 

令和 年 月 日 枚数   枚(本紙を含む) 

 

・ お寄せいただいた御意見に対する個別回答はいたしませんので御了承ください。 

・ 記載していただいた個人情報は、提出された意見の内容を確認する場合に利用します。また、個人情報は川崎市個人情報保

護条例に基づき厳重に保護・管理されます。 

・ 御意見などの概要を公表する際は、個人情報は公開いたしません。 

提 出 先 

部署名 川崎市港湾局港湾経営部経営企画課 

電話番号 044 - 200 - 3065 ＦＡＸ番号 044 - 200 - 3981 

住所 
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町１２－１  

川崎駅前タワー・リバーク２０階  
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